
〇中国・上海での結婚手続きのフロー（流れ）                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇中国・上海での結婚手続きに必要な書類 

 

 
アルファサポート行政書士事務所では配偶者ビザのご依頼をいただいたお客様に、この書類の日本語訳をご提供しています。確実
な情報をもとに行動してください。情報は予告なく変更される場合がありますので、必ずご自身で最新情報をご確認ください。 



〇中国での結婚が完了したら 
婚姻登記所でもらった「結婚証」他を公証処に提出して、「結婚公証書」を取得します。 
結婚公証書は日本語訳付きで請求しましょう。※公証処が日本語訳を付けてくれます。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    （結婚証）                             （結婚公証書） 
 
 
                  （中国・遼寧省公証処） 
〇日本の市区町村役場へ結婚を報告 
 

（主な必要書類） 
・結婚公証書 １通 ※３か月以内のもの 
・婚姻届 ※証人は不要 
・日本人の⼾籍謄本（本籍地以外での結婚の場合） 
 
 
 
 

 
〇日本の入国管理局へお相手の配偶者ビザを申請 
次に該当される方は入国管理局での最初の振り分け作業で「許可相当案件」には分類されず、「慎重審査案件」、
「不許可相当案件」、「追加資料請求案件」にまわされる可能性が高いので弊社にご相談ください。 
 

・インターネットで出会った方 
・対面での交際期間が短い方 
・身元保証人の収入が少ない方 
・身元保証人の雇用形態が正社員でない方 
・写真などの証拠が少ない方 
・お相手のご両親に紹介されていない方 
・年齢差が大きい方 
 

（ご案内） 
アルファ・サポート行政書士事務所（東京・六本木） 
関東地方で最多数レベルの配偶者ビザ申請実績・通常料金９万円＋消費税 


